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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グルコマンナンを含む水溶液中に、不飽和脂肪酸を５０質量％以上含む油脂相と、アル
カリ水溶液からなる内相とを有するＷ／Ｏ型エマルジョンが均一に分散しており、ｐＨ４
～８である食品素材が、０．２～５０質量％配合されていることを特徴とする飲食品。
【請求項２】
　前記水溶液が、グルコマンナンの他に、更に糖類を含有する請求項１記載の飲食品。
【請求項３】
　前記水溶液が、グルコマンナンの他に、更に糖類と澱粉とを含有する、請求項２に記載
の飲食品。
【請求項４】
　前記食品素材のｐＨが４．５～７．５である、請求項１～３のいずれか１つに記載の飲
食品。
【請求項５】
　前記Ｗ／Ｏ型エマルジョンが、油脂と乳化剤とアルカリ水溶液とを含むものである、請
求項１～３のいずれか一つに記載の飲食品。
【請求項６】
　前記飲食品が、パン類、洋菓子類、クリーム類、たれ類、冷菓類、スープ類、ソース類
、フライ類、和菓子類、飴類、ジャム類、餡類、畜肉加工品、グレース剤、米飯類、麺類
、飲料類、惣菜類、漬物類、水産加工品、乳製品、大豆加工品から選ばれた１種である、
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請求項１～５のいずれか一つに記載の飲食品。
【請求項７】
　グルコマンナンを含む水溶液中に、不飽和脂肪酸を５０質量％以上含む油脂相と、アル
カリ水溶液からなる内相とを有するＷ／Ｏ型エマルジョンが均一に分散しており、ｐＨ４
～８である食品素材を、飲食品原料中に０．２～５０質量％配合することを特徴とする飲
食品の製造方法。
【請求項８】
　前記水溶液が、グルコマンナンの他に、更に糖類を含有する請求項１記載の飲食品の製
造方法。
【請求項９】
　前記水溶液が、グルコマンナンの他に、更に糖類と澱粉とを含有する、請求項８に記載
の飲食品の製造方法。
【請求項１０】
　前記食品素材のｐＨが４．５～７．５である、請求項７～９のいずれか１つに記載の飲
食品の製造方法。
【請求項１１】
　前記Ｗ／Ｏ型エマルジョンが、油脂と乳化剤とアルカリ水溶液とを含むものである、請
求項７～１０のいずれか一つに記載の飲食品の製造方法。
【請求項１２】
　前記飲食品が、パン類、洋菓子類、クリーム類、たれ類、冷菓類、スープ類、ソース類
、フライ類、和菓子類、飴類、ジャム類、餡類、畜肉加工品、グレース剤、米飯類、麺類
、飲料類、惣菜類、漬物類、水産加工品、乳製品、大豆加工品から選ばれた１種である、
請求項７～１１のいずれか一つに記載の飲食品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、食感や物性等が改善された飲食品及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、飲食品の低カロリー化、食感や物性の改良等の目的でグルコマンナンを飲食品
に添加することが行なわれている。
【０００３】
グルコマンナンはコンニャク芋に含まれる多糖類であり、Ｄ－グルコースとＤ－マンノー
スがほぼ１：１．６のモル比で、β－１，４結合により多数結合した複合多糖類（難消化
性多糖類）であって、その分子量は約１００万～２００万である。
【０００４】
グルコマンナンは、１）水との親和性に優れ、保水性が極めて高い、２）天然の高分子多
糖の中では最も粘度が高い、３）その水溶液はアルカリ性にすると不可逆的な耐熱性のゲ
ル（コンニャク）に変化する等の特徴を有しており、食品に添加することにより、保水性
やしっとり感等の優れた食品を得ることができる。
【０００５】
飲食品にグルコマンナンを添加する場合、通常、コンニャク粉を水に膨潤・溶解させて、
コンニャク糊としてから用いられているが、コンニャク糊は粘度が高いため他の原料と均
一に混合することが難しく、その結果、最終製品中にコンニャクゲルの塊が生じたり、コ
ンニャク糊が完全にゲル化しなかったりして、所望の食感や物性が得られにくいという問
題があった。
【０００６】
このような問題点を解決するために、例えば、特許文献１には、膨潤溶解したコンニャク
粉に、塩基性アミノ酸、塩基性塩類又は両者の混合物を添加混合して、ｐＨ９．０～１０
．３のコンニャク糊とし、これを使用するコンニャク添加食品の製造法が開示されている
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。
【０００７】
また、特許文献２には、グルコマンナンとグルコマンナン凝固剤との混合物の粒度が、１
６０メッシュ通過であることを特徴とする微粉グルコマンナン組成物が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】
特公平７－７３４８２号公報
【特許文献２】
特開平１０－２８６０６９号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記公報に開示された方法によれば、グルコマンナンの使い勝手の悪さをある程度改善で
きるものの、充分満足できる食感や物性に優れた飲食品を得ることは困難であった。
【００１０】
したがって、本発明の目的は、物性、食感、風味等に優れ、チルド耐性、冷凍耐性等の保
存安定性が効果的に改善された飲食品及びその製造方法を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の飲食品は、グルコマンナンを含む水溶液中に、不飽
和脂肪酸を５０質量％以上含む油脂相と、アルカリ水溶液からなる内相とを有するＷ／Ｏ
型エマルジョンが均一に分散しており、ｐＨ４～８である食品素材が、０．２～５０質量
％配合されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の飲食品の製造方法は、グルコマンナンを含む水溶液中に、不飽和脂肪酸
を５０質量％以上含む油脂相と、アルカリ水溶液からなる内相とを有するＷ／Ｏ型エマル
ジョンが均一に分散しており、ｐＨ４～８である食品素材を、飲食品原料中に０．２～５
０質量％配合することを特徴とする。
【００１３】
本発明の飲食品並びに飲食品の製造方法において用いる前記水溶液は、グルコマンナンの
他に、更に糖類を含有するものであることが好ましく、糖類と澱粉とを含有することがよ
り好ましい。
【００１４】
　また、前記食品素材のｐＨは、４．５～７．５であることが好ましい。
【００１５】
更にまた、前記Ｗ／Ｏ型エマルジョンが、油脂と乳化剤とアルカリ水溶液とを含むもので
あることが好ましい。
【００１６】
更にまた、本発明に好適な飲食品としては、パン類、洋菓子類、クリーム類、たれ類、冷
菓類、スープ類、ソース類、フライ類、和菓子類、飴類、ジャム類、餡類、畜肉加工品、
グレース剤、米飯類、麺類、飲料類、惣菜類、漬物類、水産加工品、乳製品、大豆加工品
から選ばれた１種が挙げられる。
【００１７】
本発明によれば、グルコマンナンとを含む水溶液中に、内相にアルカリ水溶液を含むＷ／
Ｏ型エマルジョンが均一に分散しており、ｐＨ４～８である食品素材を、飲食品中に０．
２～５０質量％配合することにより、物性、食感、風味等に優れ、チルド耐性、冷凍耐性
等の保存安定性が効果的に改善された飲食品を得ることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　本発明で用いる食品素材は、グルコマンナンを含む水溶液に、不飽和脂肪酸を５０質量
％以上含む油脂相と、アルカリ水溶液からなる内相とを有するＷ／Ｏ型エマルジョンが均
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一に分散した、ｐＨ４～８の混合物である。
【００１９】
この食品素材は、グルコマンナンを含む水溶液に、油脂でカプセル化されたアルカリ剤を
分散させることにより、グルコマンナンのゲル化を遅延させているので、低粘度で、容易
に他の原料と均一に混合することができる。そして、他の飲食品原料と混合して加工調理
する際に、カプセル化されたアルカリ水溶液が浸出してグルコマンナンがゲル化するので
、飲食品の食感や物性等を効果的に改善でき、飲食品に所望の物性を付与することができ
る。また、チルド耐性、冷凍耐性等の保存安定性を効果的に改善することができる。
【００２０】
以下、上記食品素材について更に詳しく説明する。
グルコマンナンとしては、特に制限はなく、コンニャク芋を乾燥、粉末化して得られる通
常のコンニャク粉、コンニャク粉を精製したコンニャク精粉等を用いることができる。本
発明においては、風味や色の点から、除蛋白したコンニャク粉が特に好ましく用いられる
。このような除蛋白したコンニャク粉としては、例えば「レオレックスＲＳ」（商品名、
清水化学（株）製）等が挙げられる。
【００２１】
上記食品素材に用いるグルコマンナンを含む水溶液は、更に糖類を含有することが好まし
い。この糖類としては、特に制限はなく、砂糖、ブドウ糖、異性化糖、マルトース、トレ
ハロース、ソルビトール、マルチトール、ラクチトール、エリスリトール等の糖及び糖ア
ルコール、各種オリゴ糖、及びそれらの混合物を用いることができる。上記オリゴ糖とし
ては、マルトオリゴ糖（好ましくは重合度３～７）、ニゲロオリゴ糖、イソマルトオリゴ
糖、パノースオリゴ糖、ゲンチオオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、キシ
ロオリゴ糖、乳果オリゴ糖及びそれらのシラップ等が挙げられる。上記糖類は、目的に応
じて、適宜選択して用いることができ、例えば、飲食品の冷凍耐性を向上させる場合には
マルトオリゴ糖や糖アルコールを用いることができる。
【００２２】
また、上記食品素材に用いるグルコマンナンを含む水溶液は、更に澱粉を含むことが好ま
しい。澱粉を含有することにより、冷凍・解凍した際のグルコマンナンゲルの離水を防ぐ
ことができる。上記澱粉としては、例えば、馬鈴薯澱粉、小麦澱粉、タピオカ澱粉、コー
ンスターチ、ワキシーコーンスターチ、ハイアミロースコーンスターチ、米澱粉、蓮根澱
粉、甘薯澱粉、サゴ澱粉等や、それらの化工澱粉が好ましく、中でも架橋澱粉又は湿熱処
理澱粉が特に好ましい。具体的には、ヒドロキシプロピル化架橋タピオカ澱粉、アセチル
化架橋タピオカ澱粉、湿熱処理コーンスターチ等が挙げられる。
【００２３】
また、内相にアルカリ水溶液を含むＷ／Ｏ型エマルジョンを形成する際に用いる油脂とし
ては、食用油脂であればいずれも使用できるが、中でも不飽和脂肪酸を５０質量％以上含
む油脂が好ましく、例えばサフラワー油、菜種油、オリーブ油、茶種子油、椿油等が挙げ
られる。このような油脂を用いることにより、食品素材を他の飲食品原料と混合して加工
調理する際に、油脂相がより崩壊しやすくなり、グルコマンナンを均一にゲル化すること
ができる。
【００２４】
更に、アルカリ水溶液としては、通常食品に用いられるアルカリ剤の水溶液であれば特に
制限はなく用いることができる。このようなアルカリ剤としては、例えば炭酸ソーダ、重
炭酸ソーダ、炭酸カルシウム、リン酸２ナトリウム、リン酸３ナトリウム、リン酸２カリ
ウム、リン酸３カリウム、ポリリン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、乳酸ナトリウム
等の塩基性塩類が挙げられる。
【００２５】
上記Ｗ／Ｏ型エマルジョンは、更に乳化剤を含有することが好ましい。乳化剤を含有する
ことにより、アルカリ水溶液を均一に乳化することができ、安定性の高いエマルジョンを
得ることができる。上記乳化剤としては、ＨＬＢ５以下のものが好ましく、例えばポリグ
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リセリン脂肪酸エステル、ジエチルグリセルモノ脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エス
テル、ショ糖脂肪酸エステル、モノグリセリン脂肪酸エステル、ジグリセリン脂肪酸エス
テル等が挙げられ、中でもポリグリセリン脂肪酸エステルが好ましく用いられる。
【００２６】
上記食品素材は、例えば以下のようにして得ることができる。
（１）グルコマンナンと水とを混合してグルコマンナン膨潤液（Ｉ）を調製する。
【００２７】
例えば、グルコマンナン１質量部に対して水２０～２００質量部を加えて撹拌し、グルコ
マンナンを膨潤させることにより調製することができる。
【００２８】
（２）油脂にアルカリ水溶液を混合してＷ／Ｏ型エマルジョン（ＩＩ）を調製する。
【００２９】
例えば、油脂１００質量部に対して、アルカリ水溶液１０～４００質量部、より好ましく
は１００質量部前後を加え、更に乳化剤等の他の原料を適宜加えて、ホモミキサー、ホモ
ゲナイザー等の手段により均質化することにより調製することができる。
【００３０】
上記アルカリ水溶液の濃度は、特に限定されず、最終製品（食品素材）のｐＨが４～８に
なるように、アルカリ水溶液の使用量によって適宜選択できるが、通常、０．５～２０質
量％が好ましい。
【００３１】
油脂１００質量部に対するアルカリ水溶液の配合割合が１０質量部未満であるとＷ／Ｏ型
エマルジョン（ＩＩ）の添加量を多くしなければならず、最終製品中の油脂含量が高くな
り過ぎ、４００質量部超であると安定なエマルジョンを得ることができない。
【００３２】
なお、乳化剤の添加量は、適宜選択できるが、通常、油脂１００質量部に対して０．０５
～１質量部が好ましく、０．２～０．４質量部がより好ましい。上記油脂１００質量部に
対する乳化剤の添加量が０．０５質量部未満であると安定なエマルジョンを得ることがで
きず、１質量部超であると風味が悪くなる。
【００３３】
（３）上記グルコマンナン膨潤液（Ｉ）と上記Ｗ／Ｏ型エマルジョン（ＩＩ）を混合して
、Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマルジョン（ＩＩＩ）を調製する。
【００３４】
例えば、上記グルコマンナン膨潤液（Ｉ）１００質量部に対して、上記Ｗ／Ｏ型エマルジ
ョン（ＩＩ）１～１００質量部を加え、必要に応じて澱粉等の他の原料を加え、ホモミキ
サー等の手段により混合することにより調製することができる。
【００３５】
上記グルコマンナン膨潤液（Ｉ）１００質量部に対する上記Ｗ／Ｏ型エマルジョン（ＩＩ
）の配合割合が１質量部未満であるとグルコマンナンを充分にゲル化することが困難にな
り、１００質量部超であるとアルカリ剤が過剰となり、飲食品の風味に悪影響を与えるこ
とがある。
【００３６】
（４）必要により、糖液と上記Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマルジョン（ＩＩＩ）とを混合して、ｐＨ
４～８の混合物（食品素材）を調製する。
【００３７】
例えば、糖液１００質量部に対して、上記Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマルジョン（ＩＩＩ）を、好ま
しくは５～９００質量部、より好ましくは５～２５０質量部加え、ホモジナイザー等の手
段により混合することにより調製することができる。上記のようにして得られる混合物（
食品素材）は、特にｐＨ調整をしなくてもｐＨ４～８になる。
【００３８】
上記糖液としては、前述したような糖類の水溶液が用いられ、シラップの場合はそのまま
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用いることもできる。糖液の濃度は特に限定されないが、通常、５０～８５質量％が好ま
しい。糖液の濃度が５０質量％未満であると製品の保存安定性に劣り、８５質量％超であ
ると糖の種類によっては結晶が析出したり、粘度が高くなり作業性が悪くなる。なお、上
記糖液として、例えば砂糖、乳糖等のｐＨの高い（ｐＨ６．０～７．５）糖類の水溶液（
シラップも含む）を用いた場合、上記グルコマンナン膨潤液（Ｉ）を調製する際に、該糖
液を混合してもよい。
【００３９】
（５）ｐＨ調整の必要な場合は、食品用の酸味料を用いることができる。酸味料の種類は
限定されないが、例えばクエン酸、クエン酸ナトリウム、酢酸、酢酸ナトリウム、ＤＬ－
酒石酸、ＤＬ－酒石酸ナトリウム、Ｌ－酒石酸、Ｌ－酒石酸、Ｌ－酒石酸ナトリウム、乳
酸、乳酸ナトリウム、乳酸カルシウム、アジピン酸、リンゴ酸、リンゴ酸ナトリウム等が
あげられる。
【００４０】
このようにして調製した食品素材は、液状ないしは流動性を損なわない程度にゲル化した
状態をなす。この食品素材を飲食品中に０．２～５０質量％配合することにより、食感や
物性等が効果的に改善され、所望の物性が付与された本発明の飲食品を得ることができる
。
【００４１】
本発明における飲食品としては、特に制限はされないが、例えば食パン、フランスパン、
サンドイッチ用、ロールパン、菓子パン、デニッシュペストリー、中華まん、ドーナツ、
ナン、ピザ生地、クロワッサン等のパン類；例えばスポンジケーキ、パウンドケーキ、シ
ュー皮、ホットケーキ、クッキー、ワッフル、マカロン、クレープ、スフレ、パイ、ウェ
ハース、パネトーネ、ババロア、プディング、ムース、マシュマロ、ボンボンショコラ、
ガナッシュ、コンポート、マロングラッセ、ガム類等とそれらを使ってデコレーションし
た菓子等の洋菓子類；クリーム類；たれ類；例えばアイスクリーム、ソフトクリーム、ア
イスミルク、ラクトアイス、アイスキャンディー、シャーベット等、及びこれらを食す際
に可食の器となる、モナカの皮、シュー皮、クッキー生地、ケーキ生地等を含めた冷菓類
；スープ類；例えばカレーソース、マヨネーズ、ケチャップ、ベシャメルソース等のソー
ス類；フライ類；例えば大福、ぎゅうひ、ゆべし、だんご、かるかん、ちまき、蒸しカス
テラ、酒まんじゅう、人形焼、きんつば、どらやき、カステラ、タルト、練りきり、錦玉
、もなか、甘納豆、かりんとう、落雁、おこし、せんべい類等の和菓子類；例えばキャン
ディー、キャラメル、ソフトキャラメル等の飴類；ジャム類；餡類；例えばハム、ソーセ
ージ、ハンバーグ、ミートボール、及びそれらの原料として加工の際に使用されるピック
ル液等を含めた畜肉加工品；グレース剤；例えば白米、ピラフ、おにぎり、すし飯、おこ
わ、味付けご飯、ドリア等の米飯類；餅類等の米飯加工品；例えばうどん、そば、中華麺
、パスタ等の麺類；例えば果実飲料、炭酸飲料、清涼飲料、乳飲料、乳酸菌飲料、コーヒ
ー類、茶類、スピリット等の飲料類；例えば餃子やシュウマイなど中華の点心類の皮や具
、佃煮、卵焼き、煮物等の惣菜類；例えば浅漬け、醤油漬け、ピクルス、甘酢漬け、べっ
たら漬け、福神漬け等及びこれらを作成するための漬物の素等の漬物類；例えばかまぼこ
、ちくわ、はんぺん、さつま揚げ、魚肉ソーセージ等のすり身加工品やみりん干しや燻製
、塩漬け、剥身、ネギトロ等の加工を行ったもの等の水産加工品；例えばヨーグルトやチ
ーズ等の乳製品；例えば厚揚げ、がんもどき、豆腐ハンバーグ等の大豆加工品；更には、
これらの飲食品を病人食、ベビーフード、嚥下食品等としたもの、また、加工途中にレト
ルト処理、冷凍、冷蔵処理を行ったもの、及び最終商品形態としてレトルト食品、冷凍・
冷蔵食品、缶詰用等に加工したものなどが挙げられる。
【００４２】
以下、各種の飲食品への上記食品素材の使用の目的、方法、効果等について説明する。
【００４３】
（１）パン類
本発明におけるパン類とは、一般にパンといわれるものすべてを含み、オーブンで焼成す
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るパンだけでなく、蒸し器で蒸す中華まん、油で揚げるドーナツ類、及びナンやピザ生地
類を含み、製法については限定しない。
従来の食パンや菓子パン等のパン類は、焼き立てのときは風味が良く、軟らかでソフトな
食感としっとり感を有しているが、保存中に徐々にパン中の澱粉や蛋白質が老化して経時
的に食感や風味が低下してしまうという問題があった。
また、サンドイッチ用のパンの場合、通常焼き立てでは生地が柔らかく、スライスし難い
ため、冷蔵等で硬化させてからスライスするが、その場合、生地が老化してぼろぼろにな
り、更に食感や風味が低下してしまうという問題があった。
【００４４】
一方、焼き立てのパンをすぐに店頭で販売できるように冷凍生地が開発されたが、冷凍生
地は冷凍障害を避けるために加水量を低く抑える必要があるため、生地物性が硬くなり、
機械耐性が悪くなり、作業性が低下するという問題があった。また、冷凍中の老化が早い
ため、商品の寿命が短く、焼成後のボリュームが低下したり、歯切れが悪くなる等の問題
があった。
【００４５】
本発明においては、上記食品素材を、全配合物に対して０．２～５０質量％、好ましくは
１～３０質量％配合することにより、作業性を良好にできると共に、その食感や物性等が
改善されたパン類を得ることができる。
【００４６】
すなわち、パン類の製造時に本発明の食品素材を使用すると、焼成後の香味成分の保持、
発現に優れたパンが得られると共に、澱粉やグルテンの耐老化性が向上するため、保水性
が向上し、しっとり感があり、ぼそつかない、口溶けの良い、ボリューム、保型性のある
、シェルフライフの改善されたパンを得ることができる。また、柔らかくても弾力がある
ため、スライス時に、切り屑が出難く、食事時にもかすが出難く、食べやすい。
【００４７】
更に、餡パン、ジャムパン、中華まんやメロンパンなどパンの生地で他の素材を包んだり
他の素材に包まれたパンの場合に、発酵や焼成作業に支障なく、焼き及び蒸し上がりの状
態が優れる。また、焼き及び蒸し上がり後も生地又は素材からの水分移行が少ないため、
経時変化が起こりにくく、形状や食感、風味が保たれる。
【００４８】
また、冷凍パン生地の調製時に本発明の食品素材を使用すると、生地の機械適性や冷凍耐
性が向上するため、スクラッチ並みの高加水化（５４～６５％）が可能となり、生地の製
法・条件の範囲が広くなる。更に、イーストの使用量もスクラッチなみに低減することが
でき、食感や風味を向上できる。
【００４９】
（２）洋菓子類
本発明における洋菓子とは、スポンジケーキやパウンドケーキ、シュー皮、ホットケーキ
、クッキー、ワッフル、マカロン、クレープ、スフレ、パイ、ウェハース、パネトーネな
どの焼菓子類、ババロア、プディング、ムース、マシュマロなどのデザート類、ボンボン
ショコラ、ガナッシュなどのチョコレート菓子類、コンポート、マロングラッセなどの砂
糖漬類、ガム類等とそれらを使ってデコレーションした菓子を含み、これらに限定される
ものではない。
【００５０】
デコレーションケーキやショートケーキ等に広く用いられるスポンジケーキやパウンドケ
ーキ、シュー皮、ホットケーキ、クッキー、ワッフル、パネトーネなどの焼菓子類は、し
っとり感と共に、口どけの良いソフトな食感を有し、比容積が大きく型崩れのしないもの
が好まれる。また、冷蔵や冷凍によっても硬くならず、口どけの良さやしっとり感を保持
できるものが求められている。また、シュー皮やクッキー、マカロン、ウェハースなど焼
菓子の中でも水分の少ないものは、保存期間が長く、経時的に風味や物性の変化が起こり
やすいため、作りたての風味や食感が保たれることが望まれる。
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【００５１】
本発明においては、上記食品素材を、全配合物に対して０．２～５０質量％、好ましくは
１～３０質量％配合することにより、風味や物性等が改善されたスポンジケーキ等の焼菓
子を得ることができる。
【００５２】
すなわち、スポンジケーキ等の焼菓子の製造時に本発明の食品素材を使用すると、卵やチ
ョコレート等の風味を強化できると共に、乳化剤や澱粉の老化臭等の好ましくない味や臭
いをマスキングできる。また、ボリュームがアップすると共に、澱粉の老化が抑制される
ため口どけが向上し、焼成後も水分保持量が高く、しっとりした食感が持続する。更に、
冷蔵、冷凍後も保湿性に優れ、しっとり感を保持できる。
【００５３】
また、ババロア、プディング、ムース、マシュマロなどのデザート類に適用する場合には
、上記食品素材を全配合量に対して０．２～５０重量％、好ましくは１～３０重量％使用
することにより、みずみずしく、風味良く、冷蔵、冷凍後も離水を起さず、なめらかな食
感を有するデザート類を得ることができる。
【００５４】
更に、ボンボンショコラ、ガナッシュなどのチョコレート菓子類に適用した場合には、生
チョコレートの風味や物性を保ち、コンポート、マロングラッセなどの砂糖漬類ではつや
があり、果実本来の食感と風味を有するものとなる。
【００５５】
（３）クリーム類
本発明におけるクリーム類とは、例えばホイップクリーム、生クリーム、バタークリーム
、カスタードクリーム、フラワーペースト等の製菓用、製パン用のクリーム類等を意味す
る。
【００５６】
例えば、ホイップクリームは植物油脂を主体にし、これにバターや調製乳脂等を配合した
ものが主流になっているが、更に良好な風味が求められるようになり、風味の良い生クリ
ームを配合したものが好まれる傾向にある。しかし、生クリームの配合量が多いと、表面
が乾燥しやすく、黄変する等の保存性が悪くなり、口どけも悪くなってしまうという問題
があった。
【００５７】
また、ホイップクリームには３０～５０質量％程度の油分が含まれているが、健康指向の
高まりから、更に低油分のものが求められている。しかし、油分を低減すると、クリーミ
ーな食感やホイップ後の形状を維持するための適度な硬さを得ることができない。このた
め、乳化剤を多量に添加することが行われているが、乳化剤の風味を有するようになり好
ましくない。
【００５８】
バタークリームはマーガリン、ショートニング等の固形脂に糖質、練乳等をミキシングし
てクリーム状にしたＷ／Ｏ型（油中水型）のクリームであり、製菓、製パン用のフィリン
グ、トッピング材として使用されている。バタークリームは脂肪分が多いため、油感が強
いのが欠点である。しかし、低脂肪にすると、乳化が不安定になり、保存中に水相が分離
したり、組織破壊が起こりやすく、また、保存性も悪くなるといった問題があった。
【００５９】
カスタードクリームやフラワーペースト等のＯ／Ｗ型（水中油型）のクリームは、小麦粉
、コーンスターチ、糖類、牛乳、脱脂粉乳、バター、卵黄等の原料を、加熱しながら混合
して作られ、製菓、製パン用のフィリング材として、シュークリーム、エクレア、ワッフ
ル等へ広く使用されている。
【００６０】
カスタードクリームやフラワーペーストは、小麦粉や澱粉等を使用するため、糊様の食感
が口の中に残るという欠点がある。
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【００６１】
また、牛乳や卵を使用するため、保存性が悪く、凍結保存して必要に応じて解凍して使用
される場合があるが、凍結すると澱粉が老化し、卵の蛋白質が凍結変性するため、離水が
生じたり、ボソボソした滑らかさに欠ける食感になってしまうといった問題があった。
【００６２】
そこで、上記食品素材を、クリーム類の全体に対して０．２～５０質量％、好ましくは３
～３０質量％配合することにより、風味、食感や物性等の改善されたクリーム類を得るこ
とができる。
【００６３】
すなわち、クリーム類の製造時に本発明の食品素材を使用すると、卵やミルク等の風味や
フレーバーを強化できる。また、クリーム類のオーバーラン安定範囲を拡大できると共に
、チャーニングによる物性の変化を抑制できる。更に、上記食品素材は蛋白質の凝集防止
効果を有するため、クリーム類のｐＨ耐性を向上でき、泡の安定性を向上できる。その結
果、クリーム類の口どけを損うことなく保形性を向上でき、保形性と口どけの両立が可能
となる。
【００６４】
例えば、ホイップクリームの場合は、保形性を向上できるので、低油分のホイップクリー
ムを調製することが可能となる。また、耐熱効果が向上するため、低融点油脂の使用が可
能となる。更に、グルコマンナンの保水効果により、保水性が向上するため、瑞々しい組
織の持続が可能となり、生クリームの配合割合を増やしても、表面の乾燥や黄変を防止で
き、風味に優れた保存性のよいホイップクリームを得ることができる。更にまた、冷凍に
よるひび割れを防ぐことができ、凍結解凍後も保形性、造花性に優れた凍結耐性に優れた
ホイップクリームを得ることができる。
【００６５】
また、バタークリームの場合は、保形性と保水性が向上するため、低油分化が可能となり
、油感が低減し、食感の改善された低カロリーのバタークリームを得ることができる。
【００６６】
また、カスタードクリームやフラワーペーストの場合も、保形性や保水性が向上するため
、澱粉類の配合量を低減することが可能となり、糊様の食感を改善できる。また、耐老化
性の加工澱粉等を使用することにより、凍結保存しても離水が発生しない、耐凍結性に優
れたカスタードクリームやフラワーペーストを得ることができる。
【００６７】
また、原料の油脂やクリームに添加した場合も同様の効果を得ることが出来る。
【００６８】
（４）タレ類
本発明におけるタレ類とは、例えばだんご、焼鳥、蒲焼、照り焼き、煮物、焼肉、しゃぶ
しゃぶ、お好み焼き、タコ焼き等に用いられるタレ等を意味する。
【００６９】
このようなタレ類には特有の食感と物性が要求され、更に、冷凍保存しても品質に変化の
無いものが要求される。すなわち、必要に応じて透明性が高く、適度な粘性を有し、冷凍
保存後も安定した粘度と滑らかな食感を有し、離水を起こさない等の性質が要求される。
【００７０】
そこで、上記食品素材を、タレ類の全体に対して０．２～５０質量％、好ましくは１～２
０質量％、より好ましくは３～１５質量％配合することにより、透明感が有り、適度な粘
性を有し、冷凍保存した後も離水せず、粘度安定性に優れ、なめらかな食感を有するタレ
類を得ることができる。
【００７１】
（５）冷菓類
本発明において、冷菓類とは、例えばアイスクリーム、ソフトクリーム、アイスミルク、
ラクトアイス、アイスキャンディー、シャーベット等を意味する。また、これらを食す際
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に可食の器となる、モナカの皮、シュー皮、クッキー生地、ケーキ生地等も含む。
【００７２】
例えばアイスクリームやソフトクリーム等には、オーバーランの調整、保形性の付与、及
びボディー感、コク、粘り等の付与を目的として、各種の安定剤が使用されているが、安
定剤により風味やフレーバーのリリース性、口どけ等が悪くなる。また、それらを食しや
すくするための可食の容器である、モナカの皮、シュー皮、クッキー生地、ケーキ生地等
に関しても、冷凍保存により、劣化が起こり、食感や風味が悪くなる。
【００７３】
そこで、上記食品素材を、冷菓類の全体に対して０．２～５０質量％、好ましくは３～２
０質量％、より好ましくは５～１５質量％配合することにより、良好な風味を有し、とけ
にくく、保形性に優れた冷菓類を得ることができる。
また、可食容器に関しても、冷凍保存による劣化を防ぐことが可能になり、食感や風味が
保たれる。
【００７４】
（６）スープ類
スープ類としては、例えばポタージュ、コンソメ、その他各種のスープ類が挙げられる。
【００７５】
上記食品素材を、スープ類の全体に対して０．２～５０質量％、好ましくは３～１５質量
％配合することにより、テクスチャーの優れた風味の良いスープ類を得ることができる。
また、冷凍しても、沈降、凝固等の少ない品質安定性に優れたスープ類を得ることができ
る。
【００７６】
（７）ソース類
本発明において、ソース類とは、料理に使用される液体の調味料を意味し、使用目的、製
法、粘度等の相違により多くの種類があるが、例えばカレーソース、中華ソース、ソース
・エスパニョール、ソース・ドゥミ・グラス、ソース・ベシャメル、ソース・ヴルーテ、
ソース・トマート、ソース・オランデーズ、ソース・ベアルネーズ、ソース・ヴィネクレ
ット、ソース・マヨネーズ、ソース・ショー・フロワ、ソース・アングレーズ、ソース・
サバイヨン、ソース・カラメル、ソース・オー・フリュイ、又はこれらを基本にしたソー
ス等が挙げられる。
【００７７】
上記食品素材を、ソース類の全体に対して０．２～５０質量％、好ましくは２～１５質量
％配合することにより、冷凍耐性を有し、粘度安定性に優れ、良好な風味を有するソース
類を得ることができる。
【００７８】
（８）フライ類
一般にフライ食品は、冷蔵又は冷凍状態で保存、流通される場合が多く、衣の澱粉が老化
して衣のソフトな食感が失われたり、フライの油や具の水分の移行がおこり全体の食感が
損なわれることが多い。
【００７９】
本発明においては、上記食品素材を、バッター液に対して０．２～５０質量％、好ましく
は０．５～２０質量％、より好ましくは１～１５質量％配合することにより、ソフトな食
感を有し、冷蔵、冷凍耐性に優れた衣を有するフライ食品を得ることができる。
【００８０】
また、パン粉の製造時に、上記食品素材を全配合量に対して０．１～５０重量％、好まし
くは０．２～３０重量％配合することにより、さくみのある、けん立ちの良いパン粉が得
られ、フライ後の食感や風味の良いものとなる。更にコロッケやメンチカツなどの場合、
具に対して０．２～５０重量％、好ましくは１～１５質量％配合することにより、しっと
りとみずみずしい食感と風味の良いものとなる。
【００８１】
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また、これらのフライは、加熱前に冷蔵、冷凍保存しても、プリフライ及びディープフラ
イしてから冷蔵、冷凍しても劣化しにくく、フライ、再フライ、電子レンジ加熱を行って
も揚げ立ての食感、風味が保たれる。
【００８２】
（９）和菓子類、
本発明において、和菓子類とは、例えば大福、ぎゅうひ、ゆべし、だんご、おはぎ等の餅
もの類、ういろう、かるかん、ちまき、蒸しカステラ、酒まんじゅう等の蒸しもの類、人
形焼、きんつば、どらやき、カステラ、タルト等の焼きもの類、練りきり等の練り物類、
錦玉等の流しもの類、もなか等のおかもの類、甘納豆等の砂糖漬、かりんとう等の揚げも
の類、落雁等の打ちもの類、おこし等の押しもの類、せんべい類等、通常和菓子といわれ
るものすべてを含む。
【００８３】
これらのうち、餅もの、練りもの等水分の多いものは、外界との水分差があるため、物性
変化が大きく、風味の劣化も早い。また、蒸しもの、焼きもの等スポンジ状の生地のもの
は、でん粉や蛋白質の劣化がおこり、しっとり感や風味が損なわれる。おかもの、打ちも
の、押しもの、せんべい等水分の少ないものは、水分活性から見た保存期間は長いが、保
存中に物性や風味の劣化が起こりやすい。
【００８４】
本発明では、上記食品素材を全配合量に対して０．２～５０質量％、好ましくは１～２０
質量％配合することにより、物性や食感、風味を向上させ、保存による物性や風味の劣化
を防ぐことが可能となる。
【００８５】
（１０）飴類
キャンディー、キャラメル、ソフトキャラメル等の飴類は、気温の高い夏場になると、軟
化したり表面がベタつく現象がみられることが多い。また、乳やフルーツを使用したもの
は、保存中に風味の劣化がおこりやすい。
【００８６】
そこで、上記食品素材を、飴類に対して０．２～５０質量％、好ましくは１～２０質量％
、より好ましくは３～１５質量％配合することにより、ベタつきのない品質安定性に優れ
た飴類を得ることができる。
【００８７】
（１１）ジャム類
ジャム類は、フルーツの味と風味が生かされたみずみずしいものが求められる。また、ベ
ーカリー食品のフィリング材、トッピング材として用いる場合、焼成の際に熱により流動
化したり、沸騰する場合があり、品質の劣化につながる。
【００８８】
そこで、上記食品素材を、ジャム類に対して０．２～５０質量％、好ましくは１～２０質
量％、より好ましくは３～１５質量％配合することにより、ジャムのフルーツ本来の味や
風味が生かされたみずみずしいジャムが得られ、更に焼成によっても流動化したり、沸騰
したりすることのない、耐熱性を有するジャム類を得ることができる。
【００８９】
（１２）餡類
餡類は、保存中に表面が乾いたり、糖類の結晶が析出して生じるシャリ現象が見られるこ
とがある。そこで、上記食品素材を、餡類に対して０．２～５０質量％、好ましくは１～
２０質量％、より好ましくは３～１５質量％配合することにより、保湿性に優れ、シャリ
現象を起こさない、物性変化の少ない餡を得ることができる。
【００９０】
（１３）畜肉加工品
本発明において畜肉加工品とは、ハム、ソーセージ、ハンバーグ、ミートボールなど畜肉
の加工品を含み、それらの原料として加工の際に使用されるピックル液への添加も含む。
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【００９１】
ハム、ソーセージ等の畜肉製品においては、品質の改善、歩留の向上等を目的として卵白
等を含むピックル液が注入されるが、卵白は熱により凝固するため、製品の品質に悪影響
を及ぼすことがある。
【００９２】
本発明では、上記食品素材を、畜肉加工品及びピックル液中に０．２～５０質量％、好ま
しくは１～２０質量％配合することにより、歩留まりがよく、ドリップの少ない品質の優
れた畜肉加工品及びピックル液を得ることができる。
【００９３】
（１４）グレーズ剤
冷凍食品の表面を氷の皮膜で覆って品質の変化を防ぎ、衝撃耐性やヒートショック耐性を
付与するために使用されているグレーズ剤は、皮膜の厚さが増すほど効果が大きくなるの
で粘度の高い多糖類を含む溶液が用いられる。しかし、溶液の粘度が高いと、糸引き現象
が見られ、作業性が低下するため、高粘度でありながら糸引き現象のないグレーズ剤が求
められている。
【００９４】
そこで、上記食品素材を、グレーズ剤中に０．２～５０質量％、好ましくは０．５～３０
質量％配合することにより、糸引き現象の低減した効果の高いグレーズ剤を得ることがで
きる。
【００９５】
（１５）米飯類
本発明において米飯類とは、白米、及びピラフ、おにぎり、すし飯、おこわ、味付けご飯
、ドリア等の米飯加工品、餅類等、米を使用した製品を含む。
【００９６】
一般に、米飯類は、米中のでん粉や蛋白質の老化により、食感が固くぼそぼそになったり
、つやや粘りがなくなり、経時変化が起こりやすい。また、冷凍、冷蔵流通やレトルト加
熱等過酷な処理を行っても物性や食感が変わらず、長期保存ができることが望まれている
。
【００９７】
本発明においては、上記食品素材を、米飯類に対して、０．２～50質量％、好ましくは０
．5～２０重量％、より好ましくは1～１５重量％配合することにより、でん粉や蛋白質の
老化を防ぎ、出来上がりの物性や食感を保ち、経時変化の少ないものが得られる。
【００９８】
（１６）麺類
本発明において麺類とは、うどん、そば、中華麺、パスタ等の麺類全般を指し、加工方法
や、流通状態、保存方法は限定されない。
【００９９】
これらの麺類に本発明の食品素材を使用することにより、製麺性の向上、加水の増量、茹
で時間の短縮、食感の向上、経時変化が起こりにくい等が図れ、更に茹で、フライ、包装
蒸煮麺等に見られる長期保存処理や冷凍、冷蔵等各製造条件及び保存条件においても食感
や風味が保たれるものが得られる。
【０１００】
（１７）飲料類
本発明において飲料とは、果実飲料、炭酸飲料、清涼飲料、乳飲料、乳酸菌飲料、コーヒ
ー類、茶類、スピリット等の飲料全般を含む。
【０１０１】
これらに本発明の食品素材を使用することにより、色や風味、味の向上及び保持効果が得
られる。乳酸菌飲料では、粘度の安定性が得られる。
【０１０２】
（１８）惣菜類
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本発明において、惣菜類としては、例えば餃子やシュウマイなど中華の点心類の皮や具、
佃煮、卵焼き、煮物等を含み、種類は限定されない。
【０１０３】
例えば餃子やシュウマイなどの皮に本発明の食品素材を使用することにより、生地の伸展
性を増し、加水量を増やすことが可能となる。また、そのままあるいは加熱後、冷凍、冷
蔵保存を行っても、皮が硬くなったり、食感、風味を損なったりという経時変化が少ない
ものが得られる。また、具に使用することにより、具の食感や風味を向上させ、保存後も
パサツキを防ぎ、食感や風味を維持する効果が得られる。更に、佃煮や煮物などでは、煮
崩れを防ぎ、つやのある外観の優れたものが得られる。いずれも保存による経時変化を防
ぐことができる。
【０１０４】
（１９）漬物類
本発明において、漬物類としては、浅漬け、醤油漬け、ピクルス、甘酢漬け、べったら漬
け、福神漬け等漬物一般及びこれらを作成するための漬物の素を含む。これらの漬物に、
上記食品素材を使用することにより、食感や食味の改良や保存時の食感、風味の保持効果
が得られる。
【０１０５】
（２０）水産加工品
本発明において、水産加工品としては、例えばかまぼこ、ちくわ、はんぺん、さつま揚げ
、魚肉ソーセージ等のすり身加工品やみりん干しや燻製、塩漬け、剥身やネギトロ等の加
工を行った水産加工品に本発明の食品素材を使用すると、たとえば、すり身製品の場合、
保型性が良くなり、加熱による歩留りも良くなり、食感も保持される。また、加工時に使
用する調味液に使用することにより、つやが出たり、風味が良くなり、保存後も味や風味
が保たれる。
【０１０６】
（２１）乳製品
本発明においては、ヨーグルトやチーズ等の乳原料を加工した食品等に上記食品素材を使
用することにより、物性や食感、風味の改良及び保存時の食感や風味の保持が可能となる
。
【０１０７】
（２２）大豆加工品
本発明においては、例えば厚揚げ、がんもどき、豆腐ハンバーグ等の大豆を加工した食品
等に上記食品素材を使用することにより、保型性が良くなり、加熱による歩留りも良くな
り、食感が保持される。
【０１０８】
【実施例】
以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。なお、以下の例において、特に断りの
ない限り、オリゴ糖シラップとして、商品名「フジオリゴ＃３６０」（日本食品化工（株
）製）を用いた。
【０１０９】
製造例１
グルコマンナンを常法により水で膨潤させて、グルコマンナン膨潤液（濃度３質量％）を
調製した。
【０１１０】
サフラワー油１００ｇに、５質量％ポリリン酸ナトリウム水溶液１２０ｇ、乳化剤０．８
ｇを加え、ホモミキサーにより混合均質化して、Ｗ／Ｏ型エマルジョンを調製した。
【０１１１】
上記グルコマンナン膨潤液４００ｇに上記Ｗ／Ｏ型エマルジョン２０ｇを加え、ホモミキ
サーにより混合均質化して、Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマルジョンを得た。そしてオリゴ糖シラップ
７００ｇに、上記Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマルジョン３００ｇを加え、ホモミキサーで均一に混合
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【０１１２】
製造例２
製造例１と同様にして、グルコマンナン膨潤液（濃度３質量％）と、Ｗ／Ｏ型エマルジョ
ンを調製した。
【０１１３】
上記グルコマンナン膨潤液４００ｇに上記Ｗ／Ｏ型エマルジョン２０ｇを加え、更にアセ
チル化架橋ワキシースターチ５ｇを添加し、ホモミキサーにより混合均質化して、Ｗ／Ｏ
／Ｗ型エマルジョンを得た。そしてオリゴ糖シラップ７００ｇに、上記Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマ
ルジョン３００ｇを加え、ホモミキサーで均一に混合して食品素材２を得た。
【０１１４】
製造例３
製造例１と同様にして、グルコマンナン膨潤液（濃度３質量％）と、Ｗ／Ｏ型エマルジョ
ンを調製した。
【０１１５】
上記グルコマンナン膨潤液４００ｇに上記Ｗ／Ｏ型エマルジョン２０ｇを加え、ホモミキ
サーにより混合均質化して、Ｗ／Ｏ／Ｗ型エマルジョンを得た。このＷ／Ｏ／Ｗ型エマル
ジョンを乳酸を用いてｐＨ調整を行ない、食品素材３とした。
【０１１６】
実施例１（食パン）
表１に示す配合割合で各原料を用い、２０コートの縦型ミキサーを用いて表２に示す工程
（中種法）でパン生地を調製、焼成して各パンを作った。そして、各パン生地の物性等に
ついて１０点評価法で評価を行い、その平均点（端数は四捨五入）を求めた（表中、×：
１～３点、△：４～５点、○：６～７点、◎：８～１０点を表し、点数が高いほどより好
ましいことを表す。以下の例においても同じ。）。その結果を併せて表１に示す。
【０１１７】
また、表中、Ａ～Ｄのサンプルはそれぞれ以下の態様を示す（後述する実施例２，３にお
いても同じ）。
【０１１８】
Ａ：上記製造例１で調製した食品素材１を添加した場合、Ｂ：上記食品素材１の原料を乳
化処理せずにそれぞれ別に添加した場合、Ｃ：コンニャク糊（３質量％、ｐＨ９．５）を
添加した場合、Ｄ：無添加（基本配合）。
【０１１９】
【表１】
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【０１２０】
【表２】

【０１２１】
表１から、食品素材１を添加したパン生地Ａは、パン生地Ｂ～Ｄに比べて生地物性に優れ
、作業性、ホイロ特性にも優れていることが分かる。また、得られたパンのボリュームも
増加していることが分かる。
【０１２２】
そして、得られた各パンを用いて、表３に示す各項目について２０名のパネラーにより官
能評価を行った。また、冷凍耐性は－２０℃で１ヶ月間、チルド耐性は４℃で２週間、冷
凍経時変化は－２０℃で３ヶ月間保存した後、ソフトさ、味、口どけ及びしっとり感につ
いて総合的に評価した。官能評価は１０点評価法で行い、その平均点を求めた。その結果
を表３に示す。
【０１２３】
【表３】
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【０１２４】
表３から、食品素材１を添加したパンＡは、パンＢ～Ｄに比べて食感、風味等に優れ、冷
凍耐性、チルド耐性、冷凍経時変化等の保存性も非常に向上していることが分かる。
【０１２５】
実施例２（スポンジケーキ）
表４に示す配合割合で各原料を用いて、オールインミックス法により、生地を調製し、常
法にしたがって各スポンジケーキを作った。そして、各ケーキ生地の物性等について１０
点評価法で評価を行い、その平均点を求めた。その結果を併せて表４に示す。
【０１２６】
【表４】

【０１２７】
表４から、食品素材１を添加したケーキ生地Ａは、ケーキ生地Ｂ～Ｄに比べてホイップ性
能に優れ、得られるケーキボリュームが増加し、ケーキ内相も均一になっていることが分
かる。
【０１２８】
そして、得られた各スポンジケーキを用いて、表５に示す各項目について２０名のパネラ
ーにより官能評価を行った。なお、チルド耐性は４℃で２週間保存した後、食感及びしっ
とり感について総合的に評価し、冷凍耐性は－２０℃で１ヶ月間保存した後、しっとり感
及びシュリンク性について総合的に評価した。
【０１２９】
【表５】
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【０１３０】
表５から、食品素材１を添加したスポンジケーキＡは、スポンジケーキＢ～Ｄに比べて食
感、風味等に優れ、チルド耐性、冷凍耐性等の保存性も非常に向上していることが分かる
。
【０１３１】
実施例３（ホイップクリーム）
表６に示す配合割合で各原料を用いて、以下の方法により、ホイップクリームを作った。
すなわち、５℃に調整したＯ／Ｗクリーム液に、グラニュー糖を入れ、食品素材又はコン
ニャク糊を所定量入れ、低速で１分間撹拌した後、高速で２～５分間撹拌し、最終クリー
ム比重を０．４５～０．５に調整した。そして、低速で撹拌しながらフレーバーを添加し
てホイップクリームを作った。
【０１３２】
【表６】

【０１３３】
そして、各ホイップクリームを用いて、表７に示す各項目について１０点評価法で評価を
行い、その平均点を求めた。その結果を表７に示す。なお、チルド耐性、冷凍耐性、冷凍
経時変化等の保存温度及び保存期間は実施例１の場合と同じであるが、チルド耐性及び冷
凍耐性は、保形性、離水性、口どけ、食感及び風味について総合的に評価し、冷凍経時変
化は、食感及び保形性について評価した。
【０１３４】
【表７】
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【０１３５】
表７から、食品素材を添加したホイップクリームＡは、ホイップクリームＢ～Ｄに比べて
、ホイップ性能等の物性に優れ、食感、風味等に優れ、チルド耐性、冷凍耐性、冷凍経時
変化等の保存性も非常に向上していることが分かる。
【０１３６】
また、Ｏ／Ｗクリーム液として、植物性油脂７０質量％＋生クリーム３０質量％のものを
用いた以外は、上記と同様にしてホイップクリームを作り、同様にして評価を行った。そ
の結果を表８に示す。
【０１３７】
【表８】

【０１３８】
表８から、生クリームを３０％配合したホイップクリームにおいても同様に、食品素材を
添加することにより、経時的な品質の劣化がなく食感や風味が優れたホイップクリームが
得られることが分かる。
【０１３９】
実施例４（ラクトアイス）
表９に示す配合割合で各原料を用いて、以下の方法により、ラクトアイスを作った。すな
わち、７０℃に加温溶融した植物油脂とバターと水の混合物に、別途水と混合しておいた
他の原材料を加えて７０℃で１０分間撹拌し、次いでホモゲナイザーを用いて、１５０ｋ
ｇ／ｃｍ2の圧力で均質化処理を行った。これを５℃まで冷却し、冷蔵庫中で１５時間エ
ージングした後、フリーザーにてオーバーランが５０％になるように、１００ｒｐｍの回
転速度でフリージングを行った。これを紙容器に入れ、－２５℃で２０時間硬化させてラ
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【０１４０】
【表９】

【０１４１】
得られた各ラクトアイスを用いて、表１０に示す各項目について１０点評価法で評価を行
い、その平均点を求めた。その結果を表１０に示す。なお、保形性は２０℃に放置した場
合の形の保持性を観察し、風味はフレーバーのリリース性について評価した。
【０１４２】
【表１０】

【０１４３】
表１０から、食品素材１を添加したラクトアイスＡは、ラクトアイスＢ～Ｄに比べて、物
性、食感、風味等において優れていることが分かる。また、保形性も良好で、常温（２０
℃）において安定性が高く、溶解しにくいことが分かる。
【０１４４】
実施例５（みたらし団子のタレ）
表１１に示す配合割合で各原料を用いて、以下の方法により、みたらし団子のタレを作っ
た。すなわち、昆布だし汁に、醤油、砂糖、加工澱粉を加え、撹拌しながら強火で沸騰直
前まで加熱した後、弱火にして更に５分間撹拌を続け、各シラップ、みりんを加え、更に
、食品素材１又はコンニャク糊を所定量入れ、更に煮詰めてみたらし団子のタレを作った
。なお、加工澱粉として、商品名「ネオビスＣ－６」（日本食品化工（株）製）、オリゴ
糖シラップとして、商品名「フジオリゴ＃４５０」（日本食品化工（株）製）、マルトー
スシラップとして、商品名「ＭＣ－５５」（日本食品化工（株）製）を用いた。
【０１４５】
【表１１】
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【０１４６】
得られた各みたらし団子のタレを用いて、表１２に示す各項目について１０点評価法で評
価を行い、その平均点を求めた。その結果を表１２に示す。
【０１４７】
【表１２】

【０１４８】
表１２から、食品素材１を添加したタレＡは、タレＢ～Ｄに比べて物性や風味等が優れて
いることが分かる。また、冷凍耐性（－２０℃で１ヶ月間）や解凍後の粘度安定性等の保
存性も非常に向上していることが分かる。
【０１４９】
実施例６（メロンパン）
表１３に示す配合割合で各原料を用いて、表１４に示す工程（中種法）でメロンパンを作
成した。ただし、食品素材としては製造例２で調製した食品素材２を使用した（以下の実
施例７，８においても同じ）。そして、各パン生地の物性等について10点評価法で評価を
行い、その平均点を求めた。その結果を表１３に示す。
【０１５０】
【表１３】
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【０１５１】
【表１４】

【０１５２】
表１３から、食品素材２を添加したパン生地Ａは、パン生地Ｂ～Ｄに比べて生地物性に優
れ、作業性、ホイロ特性にも優れていることが分かる。また、得られたパンのボリューム
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も増加し、更には３日後の皮と生地の水分移行も少なく経時変化が起り難いことが分かる
。
【０１５３】
そして、得られた各パンを用いて、表１５に示す各項目について２０名のパネラーにより
官能評価を行った。ソフトさ、味、口どけ及びしっとり感について総合的に評価した。官
能評価は１０点評価法で行い、その平均点を求めた。その結果を表１５に示す。
【０１５４】
【表１５】

【０１５５】
表１５から、食品素材２を添加したパンＡは、パンＢ～Ｄに比べて食感、風味等に優れ、
水分移行による経時変化が少なく保存性も非常に向上していることが分かる。
【０１５６】
実施例７ （人形焼）
表１６に示す配合割合で各原料を用いて、以下の方法により、人形焼を作った。すなわち
、全卵、砂糖を混合し、シラップ及び食品素材２又はコンニャク糊を所定量加えて均一に
混ぜ、3分に1量の水に溶かした重曹を加え、薄力粉を入れ、さっくりと混ぜ合わせ、残り
の水を加え30分休ませたものを焼き型に分注し、餡を入れ人形焼を作った。一方、餡は、
生餡に水と食品素材２又はコンニャク糊を所定量を入れ、砂糖及びシラップを加え練り上
げたものを使用した。なお、皮にマルトースシラップとして、商品名「ＭＣ－５５」（日
本食品化工（株）製）、餡にオリゴ糖シラップとして、商品名「フジオリゴ＃４５０」（
日本食品化工（株）製）を用いた。
【０１５７】
【表１６】
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【０１５８】
得られた各人形焼を用いて、表１７に示す各項目について１０点評価法で評価を行い、そ
の平均点を求めた。その結果を表１７に示す。
【０１５９】
【表１７】

【０１６０】
表１７から、食品素材２を添加した人形焼Ａは、人形焼Ｂ～Ｄに比べて物性や風味等が優
れていることが分かる。また、外観が優れているのは、焼成時に生地表面がなめらかで、
焼成器からのはがれが良く、焼き色が均一についたためである。更に、経時変化も少なく
皮と餡のしっとり感が非常に向上していることが分かる。
【０１６１】
実施例８（餃子）
表１８に示す配合割合で各原料を用いて、以下の方法により、餃子を作った。すなわち、
小麦粉に食塩、水及び食品素材又はコンニャク糊を加え、立型ミキサーで捏ね、シート状
に薄く延ばし、打抜き餃子の皮とした。一方、カットした具の原料と食品素材及びコンニ
ャク糊をミキサーに入れ、混合し均一にしたものを先の皮で包み焼成し、餃子を作った。
なお、皮に加工澱粉として、商品名「MT-01HH」（日本食品化工（株）製）、具に加工澱
粉として、商品名「マプス＃３０６」（日本食品化工（株）製）、オリゴ糖シラップとし
て、商品名「フジオリゴ＃４５０」（日本食品化工（株）製）を用いた。そして、各餃子
の皮の物性等について１０点評価法で評価を行い、その平均点を求めた。その結果を併せ
て表１８に示す。
【０１６２】
【表１８】
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【０１６３】
表１８から、食品素材２を添加した餃子の皮Ａは、餃子の皮Ｂ～Ｄに比べて生地の伸展性
やつやが良く、保湿性が良いことが分かる。
【０１６４】
そして、得られた各餃子を用いて、表１９に示す各項目について２０名のパネラーにより
官能評価を行った。なお、チルド耐性は焼成前に４℃で３日間保存した後焼成し、食感及
びしっとり感について総合的に評価し、冷凍耐性は同じく焼成前に－２０℃で１ヶ月間保
存した後焼成したものと、焼成後に－２０℃で1ヶ月間保存した後、電子レンジにより解
凍したものを食感及びしっとり感について総合的に評価した。
【０１６５】
【表１９】

【０１６６】
表１９から、食品素材２を添加した餃子Ａは、餃子Ｂ～Ｄに比べて食感やしっとり感、ジ
ューシーさなどの物性や風味等が優れていることが分かる。また、チルド耐性、冷凍耐性
（－２０℃で１ヶ月間）や電子レンジ耐性も優れ、保存性も非常に向上していることが分
かる。
【０１６７】
実施例９（うどん）
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表２０に示す配合割合で各原料を用いて、以下の方法により、うどんを作った。すなわち
、小麦粉に食塩、水及び食品素材１、又は食品素材３、又はコンニャク糊を加え、立型ミ
キサーで捏ね、製麺機で麺線を作成し、茹でてうどんとした。そして、各麺線の物性等に
ついて１０点評価法で評価を行い、その平均点を求めた。その結果を併せて表２０に示す
。
【０１６８】
また、表中、Ｅ～Ｇ、Ａ２、Ｄ２、Ｅ２、Ｆ２のサンプルはそれぞれ以下の態様を示す。
【０１６９】
Ａ：食品素材１を添加した場合、Ｂ：上記食品素材１の原料を乳化処理せずにそれぞれ別
に添加した場合、Ｃ：コンニャク糊（３質量％、ｐＨ９．５）を添加した場合、Ｄ：無添
加（基本配合）、Ｅ：食品素材３を添加した場合、Ｆ：食品素材３を添加し、加工澱粉を
使用した場合、Ｇ：配合に加工澱粉を使用した場合、各記号の後の２：配合の加水を増や
した場合とした。なお、加工澱粉としては、商品名「MT-01HH」（日本食品化工（株）製
）を用いた。
【０１７０】
【表２０】

【０１７１】
表２０から、食品素材１を添加したうどんＡと、食品素材３を添加したうどんＥと、食品
素材１を添加し澱粉を使用したうどんＦと、それらの加水を増やしたうどんＡ２、Ｅ２、
Ｆ２は、うどんＢ、Ｃ、Ｄ、Ｇに比べて生地の伸展性やつやが良く、保湿性が良いことが
分かる。また、うどんＤ２は、生地が製麺機のロールに付き易く、麺線が出来なかった。
【０１７２】
そして、得られた各うどんを用いて、表２１に示す各項目について２０名のパネラーによ
り官能評価を行った。なお、煮込み耐性は茹で上げ、冷蔵で冷やした麺をめんつゆに入れ
２０分間煮込んだもの、チルド耐性は４℃で３日間保存した後再度茹でたもの、冷凍耐性
は－２０℃で１ヶ月間保存した再度茹でたものの食感及び茹で伸び等について総合的に評
価した。
【０１７３】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、グルコマンナンを含む水溶液中に、不飽和脂肪酸
を５０質量％以上含む油脂相と、アルカリ水溶液からなる内相とを有するＷ／Ｏ型エマル
ジョンが均一に分散したｐＨ４～８の食品素材を、各種飲食品に所定量配合することによ
り、物性、食感、風味等に優れ、チルド耐性、冷凍耐性等の保存安定性が効果的に改善さ
れた飲食品を提供できる。
【０１７４】
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表２１から、食品素材１又は食品素材３を添加したうどんＡ、Ａ２、Ｅ、Ｅ２、Ｆ、Ｆ２
は、うどんＢ、Ｃ、Ｄ、Ｇに比べて食感や表面の状態などの物性や風味等が優れているこ
とが分かる。また、煮込み耐性、チルド耐性、冷凍耐性（－２０℃で１ヶ月間）も優れ、
保存性も非常に向上していることが分かる。
【０１７５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、グルコマンナンを含む水溶液中に、内相にアルカリ
水溶液を含むＷ／Ｏ型エマルジョンが均一に分散したｐＨ４～８の食品素材を、各種飲食
品に所定量配合することにより、物性、食感、風味等に優れ、チルド耐性、冷凍耐性等の
保存安定性が効果的に改善された飲食品を提供できる。
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